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国民年金（任意加入・付加保険料）
について

長崎北年金事務所　☎861-1354 　長崎南年金事務所　☎825-8701　
健康保険課年金係　☎801-5821 

問申・

●60歳からの任意加入で年金額を増やせます
　国民年金は20歳から60歳になるまでの40年間保険
料を納めて、満額の老齢基礎年金を受給できます。しか
し、国民年金に未加入の時期があった方や、事情があっ
て保険料を納められなかった方は、満額の年金額を受
給できません。
　そこで、60歳から65歳になるまでの５年間、国民年
金に任意加入して保険料を納めることで65歳から受け
取る老齢基礎年金を満額に近づけることができます。
※厚生年金加入者や20歳～60歳までの国民年金保険
料の納付月数が40年（480月）ある方は申し込みで
きません。

※任意加入の手続きには、口座振替の申込みも同時に
必要となります。

●月々プラス400円（付加保険料）で年金額を増やせ
ます

　第１号被保険者および任意加入被保険者（65歳未
満）の方で、月々の定額保険料に付加保険料（400円）を
プラスして納めると老齢基礎年金に付加年金（200円×
付加保険料納付月数）が加算されます。

※厚生年金加入者、第３号被保険者（会社員などに扶
養されている配偶者）、国民年金基金に加入している
方は申込みできません。

子どものネットトラブルにご注意!
～オンラインゲームでの高額課金やサイトへの誤登録にご用心!!～

　近年、小中高生が利用するオンラインゲームやネット通販などを巡り、相手事業者等とのトラブルが多く寄
せられています。特に子どもがゲームに没頭しての課金は発覚が遅れてしまい、数十万の高額請求となってい
ます。保護者に無断での子ども利用の場合、民法で定められた未成年者取消権を行使できるものの、返金に
至らない場合もあるので注意が必要です。

★困ったときは長与町役場相談窓口または長崎県消費生活センターへご相談ください。
　長崎県消費生活センター（☎824‒0999）長与町消費生活相談窓口（☎883‒1111）

相談事例 トラブルにあわないために

●小学生の息子が買い与えたタブレットを使っ
て、オンラインゲームで５０万円も勝手に課
金していたことが分かった。母親がタブレッ
トに登録していた ID やクレジットカード ( 以
下、カード ) を使って課金していたようだ。
後日、カード会社からの請求メールが届き発
覚した。

●中学生の息子が母のスマホを使っていて、過っ
てアダルトサイトにアクセスしてしまい登録完
了となった。息子が慌ててサイト業者に連絡
すると「既に会員登録されている、退会には
３０万円が必要だ。請求書を送る。」と言わ
れた。

●日頃から家族でネット利用に当たってのルール
を話し合っておくこと。

●子どもに与えるタブレット等には課金できる保
護者のIDやカード情報などは登録しないこと。

●利用制限のためのペアレンタルコントロールや
フィルタリング機能を設定しておくこと。

●日頃から、スマホ、タブレット、ゲーム機のカー
ド情報の有無、利用限度額、キャリア決済の
設定状況を確認するとともに、暗証番号の管
理も徹底すること。

●アダルトサイトへのご登録による請求はワンク
リック詐欺の疑いもあるので警察相談も必要
です。

消費者注意報
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消費者注意報

なるほど介護学習会

第 47回長与町文化協会発表大会

はじめてのスマートフォン講座

問  長与町社会福祉協議会　地域福祉課　☎883-7588　介護保険課包括支援係　☎801-5822
時 5月10日㊎　13時30分～15時30分　 所  老人福祉センター大ホール　 対  介護について学習したい方
内  介護の知識や方法、介護の制度などについて勉強をします。
 　 5月のテーマ  車椅子体験と車椅子の介助
料  無料
申  申込み不要

問  長与町文化協会（町民文化ホール内）☎883-8731
他  主催（出演・出品）  
　  長与町文化協会（加盟団体・個人）
●講演・芸能部門 舞台発表　
　  時  ６月15日㊏
　  所  町民文化ホール
　  　  開場  10時30分　 開演  11時～14時30分予定

●音楽部門 舞台発表
　  時  ６月16日㊐
　  所  町民文化ホール
　  　  開場  13時　 開演  13時30分～14時30分予定

●展示部門
　  時  ６月15日㊏　9時30分～16時
　  　  ６月16日㊐　9時30分～15時
　  所  町民文化ホール

●囲碁大会
　  時  ６月16日㊐　10時～15時予定
　  所  老人福祉センター

対  ・町内在住の18歳以上の方
　  ・スマートフォンを初めて使用する方、または、いまいち使いこなせていない方
定  原則10人（応募者多数の場合、抽選。応募者全員に結果を通知。）　料  無料
申  講座開催月、希望コース（A～D）、氏名、年齢、住所、電話番号、受講経験の有無を記入のうえ、生涯学習課または

公民館（長与町公民館、高田地区公民館、上長与地区公民館、長与北部地区多目的研修施設）へ提出してください。
 　 ※電話での申込みはご遠慮ください（郵送、FAX、メールで申し込む場合は生涯学習課へ提出してください。）
他  当日はご自身のスマートフォンをご用意ください

開催月 コース 日時 講座内容 場所 締切

６月

A 26日㊌10時～12時 地図で探してみよう
上長与地区公民館

１階コミュニティルーム2
６月３日㊊

必着
B 26日㊌13時～15時 キャッシュレス決済をしてみよう
C 27日㊍10時～12時 LINEの基礎知識
D 27日㊍13時～15時 スマホカメラを楽しもう

７月

A 24日㊌10時～12時 スマホを使ってみよう
高田地区公民館

１階談話室
７月１日㊊

必着
B 24日㊌13時～15時 スマホカメラを楽しもう
C 25日㊍10時～12時 LINEの基礎知識
D 25日㊍13時～15時 キャッシュレス決済をしてみよう

※５月～令和７年３月までの全 44 回（毎月の広報で２月分ずつ募集）

問  生涯学習課　〒 851-2185　長与町嬉里郷 659 番地１　☎ 801-5682　 FAX883-7151　oubo.kyoiku@nagayo.jp
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